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第７章 武力攻撃災害への対処 

第１ 武力攻撃災害への対処 
 

 

 

 

 

 

 

 １ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方  

(1) 武力攻撃災害への対処 

市長は、国や県等の関係機関と協力して、本市の区域に係る武力攻撃災害への対処

のために必要な措置を講ずる。 

(2) 知事への措置要請 

市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、武力攻撃によ

る多数の死者が発生した場合や、ＮＢＣ攻撃による災害が発生し、国民保護措置を講

ずるため高度な専門知識、訓練を受けた人員、特殊な総部等が必要となる場合など、

市長が武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、知事

に対し必要な措置の実施を要請する。 

(3) 対処にあたる職員の安全の確保 

市は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や防

護服の着用当の安全確保のための措置を講ずる。 

 

 ２ 武力攻撃災害の兆候の通報  

(1) 市長への通報 

消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大

量死、不発弾の発見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を受けたとき

は、速やかに、その旨を市長に通報する。 

(2) 知事への通知 

市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員、警察官から通報を受けた場

合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認

めるときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

 

第２ 応急措置等 
 

 

 

 

 

 

 １ 退避の指示  

市は、武力攻撃災害への対処においては、災害現場における通常の対応とともに、特

殊な武力攻撃災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら他の機関との連携のも

とで活動を行う必要があり、武力攻撃災害への対処に関して基本的な事項を、次のとお

り定める。 

市は、武力攻撃災害が発生した場合において、緊急の必要があると認めるときは、自

らの判断に基づき、退避の指示や英海区域の設定を行うことが必要であり、それぞれの

措置の実施に必要な事項について、次のとおり定める。 
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(1) 避難の指示 

市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急の

必要があると認めるときは、住民に対し避難指示を行う。 

この場合において、避難指示に際し、必要により現地調整所を設けて（又は、関係

機関により設置されている場合には、職員を早急に派遣し）、関係機関との情報の共

有や活動内容の調整を行う。 

(2) 退避の指示に伴う措置等 

① 市は、退避の指示を行ったときは、コミュニティＦＭを活用した緊急告知ラジオ

及び屋外放送、防災メール、市ホームページ、広報車等により速やかに住民に伝達

するとともに、放送事業者に対してその内容を連絡する。また、退避の指示の内容

等について、知事に通知を行う。 

退避の必要がなくなったとして、指示を解除した場合も同様に伝達を行う。 

② 市長は、知事警察官、自衛官から退避の指示をした旨の通知を受けた場合は、退

避を行った理由、指示の内容等について情報の共有を図り、退避の実施に伴い必要

な活動について調整を行う。 

(3) 安全の確保等 

① 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が生じないよ

う国及び県からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等

についての最新情報を共有するほか、消防機関、県警察と現地調整所等において連

携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。 

② 市職員及び消防職団員が退避の指示に係る地域において活動する際には、市長

は、必要に応じて県警察、自衛隊の意見を聞くなど安全確認を行ったうえで活動さ

せるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、ま

た、地域からの退避方法等の確認を行う。 

③ 市長は、退避の指示を行う市の職員に対して、武力攻撃事態等においては、必ず

特殊標章等を交付し、着用させる。 

 

 ２ 警戒区域の設定  

(1) 警戒区域の設定 

市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

住民からの通報内容、関係機関からの情報提供、現地調整所等における関係機関の助

言等から判断し、住民の生命又は身体に対する危険を防止するために特に必要がある

と認めるときは、警戒区域の設定を行う。 

(2) 警戒区域の設定等に伴う措置等 

① 市長は、警戒区域の設定に際しては、市対策本部に集約された情報のほか、現地

調整所における県警察、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。 

また、事態の状況の変化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。 

ＮＢＣ攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装

備等を有する機関に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を

設定する。 

② 市長は、警戒区域の設定にあたっては、ロープ標示板等で区域を明示し、広報車

等を活用し、住民に広報・周知する。また、放送事業者に対してその内容を連絡す

る。 
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武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該区域への立

入を制限し、若しくは禁止し、又はと当該区域からの退去を命ずる。 

③ 警戒区域内では、交通の要所に職員を配置し、県警察、消防機関等と連携して、

車両及び住民から立ち入らないよう必要な措置を講ずるとともに、不測の事態に迅

速に対応できるよう現地調整所等における関係機関との情報共有に基づき、緊急時

の連絡体制を確保する。 

④ 市長は、知事、警察官、自衛官から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた場

合は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域

設定に伴い必要な活動について調整を行う。 

(3) 安全の確保 

市長は、警戒区域の設定を行った場合についても、廷費の指示の場合をと同様、区

域内で活動する職員の安全確保を図る。 

 

 ３ 応急公用負担等  

(1) 市長の事前措置 

市長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害を拡大させる

恐れがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害拡大

防止のために必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置

を講ずべきことを支持する。 

(2) 応急公用負担 

市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認め

るときは、次に掲げる措置を講ずる。 

① 他人の土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用

若しくは収用 

② 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関す

る措置の実施の支障となるものの除去その他必要な措置（工作物等を除去したとき

は、保管） 

 

 ４ 消防に関する措置等  

(1) 市が行う措置 

市長は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻

撃等や被害情報の早急な把握に努めるとともに、県警察等と連携し、効率的かつ安全

な活動が行われるよう必要な措置を講じる。 

(2) 消防機関の活動 

消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法、消防

法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民を保護するため、消防職団員の活動

上の安全確保に配慮しつつ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を

防除し、及び軽減する。 

この場合において、消防本部及び消防署は、その装備・資機材・人員・技能等を活

用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の

下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実情に即した活動を

行う。 

(3) 消防相互の応援協定等に基づく応援要請 
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市長は、当該市の区域内の消防力のみをもってしては対処できないと判断した場合

は、知事又は他の市町村長に対し、相互応援協定等に基づく消防の応援要請を行う。 

(4) 緊急消防援助隊当の応援要請 

市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は

武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急消防援

助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運

用要綱に基づき、知事を通じ又は、必要に応じ、直接に消防庁長官に対し、緊急消防

援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。 

(5) 消防の応援の受入れ体制の確立 

市長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示により緊急消防

援助隊の出動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切

に行われるよう、都道府県知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するととも

に、進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の応援の受入れに関し

て必要な事項の調整を行う。 

(6) 消防の相互応援に関する出動 

市長は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請があった場合及

び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動指示があった場合に伴う消防の応援を迅

速かつ円滑に実施するために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、都道府県知事との

連絡体制を確保するとともに、消防長と連携し、出動可能な消防部隊の把握を行うな

ど、消防の応援出動等のための必要な措置を行う。 

(7) 医療機関との連携 

市長は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリアー

ジの実施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。 

(8) 安全の確保 

① 市長は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対し、二次被害を生じるこ

とがないよう、国対策本部及び県対策本部からの情報を市対策本部に集約し、全て

の最新情報を提供するとともに、県警察等との連携した活動体制を確立するなど、

安全の確保のための必要な措置を行う。 

② その際、市長は、必要により現地に職員を派遣し、消防機関、県警察、自衛隊等

と共に現地調整所を設けて、各機関の情報の共有、連絡調整にあたらせるととも

に、市対策本部との連携を確保させるなど安全の確保のための必要な措置を行う。 

③ 被災地以外の市長は、知事又は消防庁長官から消防の応援等の指示を受けたとき

は、武力攻撃の状況及び予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機

材、設備、薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提

供及び支援を行う。 

④ 消防団は、設備・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場において

は、消防本部と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定

して活動する。 

⑤ 市長、消防長又は小委防管理者は、特に現場で活動する消防団員、水防団員等に

対し、必ず特殊標章等を交付し着用させるものとする。 
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第３ 生活関連等施設における災害への対応等 

 

 

 

 

 

 １ 生活関連等施設の安全確保  

(1) 生活関連等施設の状況の把握 

市は、市対策本部を設置した場合においては、当該生活関連等施設の安全に関する

情報、各施設における対応状況等の必要な情報を収集する。 

(2) 消防機関による支援 

消防機関は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは、指導、助

言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行

う。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。 

(3) 市が管理する施設の安全確保 

市長は、市が管理する生活関連等施設いついて、当該施設の管理者としての立場か

ら、安全確保のために必要な措置を行う。 

この場合において、市長は、必要に応じ、県警察、消防機関そのた行政機関に対

し、支援を求める。 

また、このほか、生活関連等施設以外の市が管理する施設についても、生活関連等

施設における対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の措置を講ずる。 

 

 ２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除  

(1) 危険物質等に関する措置命令 

市長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための緊急の必要がある

と認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、武力攻撃災害発生防止のための必要な

措置を講ずべきことを命ずる。 

なお、避難住民の運送など措置において当該物質等が必要となる場合は、関係機関

と市町村対策本部で所要の調整を行う。 

＜危険物質等の種類及び市長が命ずることのできる措置一覧＞ 

※ 下欄の１号、２号、３号は、それぞれ下記に掲げる措置を意味する。 

１号：取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限 

２号：製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限 

３号：所在場所の変更またはその破棄 

※ 下欄の○は、国民保護法第 103 条第３項により当該措置の権限が与えられてい 

ることを意味し、それ以外の記述は、当該措置の権限を与えられている既存の個 

別法を意味する。 

 

 

 

 

市は、生活関連等施設などの特殊な対応が必要となる施設について、国の方針に基づ

き必要な対処が行えるよう、国、県、その他の関係機関と連携した市の対処に関して、

次のとおり定める。 
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物質の種類 対  象 
措  置 

１号 ２号 ３号 

消防法（昭和 23 年法

律第 186 号）第２条

第７項の危険物（同法

第９条の４の指定数量

以上のものに限る。） 

消防本部等所在市の区域に設置され

る消防法第２条第７項の危険物の製

造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送

取扱所を除く。）又は一の消防本部等

所在市の区域のみに設置される移送

取扱所において貯蔵し、又は取り扱

うもの。 

消防法

第 12

条の３ 

○ ○ 

火薬取締法（昭和 25

年法律第 149 号）第

２条第１項の火薬類 

製造業者、販売業者又は消費者に対

して、製造施設又は火薬庫の全部も

しくは一部の使用を一時停止すべき

ことを命ずること。 

火薬類取締法第 45 条 

製造業者、販売業者又は消費者その

他火薬類を取り扱う者に対して、製

造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃

棄を一時禁止し、又は制限するこ

と。 

火薬類の所有者又は占有者に対し

て、火薬類の所在場所の変更又はそ

の破棄を命ずること。 

火薬類を破棄した者に対して、その

破棄した火薬類の収去を命ずる。 

(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告 

市長は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるときは、警備の強化を求

める。また、市長は、(1)の措置を講ずるために必要があると認める場合は、危険物

質等の取扱者から危険物質等の管理の状況について報告を求める。 

 

第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 武力攻撃原子力災害への対処  

市は、原子力事業所が武力攻撃災害を受けた場合における周囲への影響にかんがみ、次

に掲げる措置を講ずる。 

この場合において、市は、原子力事業所は危険物質等の取扱所として生活関連等施設に

該当することから、生活関連等施設に関する措置及び危険物質等の取扱所に関する措置も

あわせて講ずる。 

市は、武力攻撃原子力災害への対処等については、原則として、地域防災計画[原子力

災害対策編]等に定められた措置に準じた措置を講ずるものとし、またＮＢＣ攻撃による

災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずる。このため、武力攻撃

原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処に当たり必要な事項について、次のとお

り定める。 



- 60 - 

(１) 地域防災計画[原子力災害対策編]等に準じた措置の実施 

市は、国民保護法その他の法律の規定に基づく武力攻撃原子力災害への対処に関す

る措置の実施に当たっては、原則として、地域防災計画[原子力災害対策編]等に定め

られた措置に準じた措置を講ずる。 

(２) 放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等 

① 市長は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報を原子力事業所から

受けたとき又は内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に起因する場合

にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下同じ。)若

しくは知事から通知を受けたときは、あらかじめ定める連絡方法により、区域を所

轄する消防機関に連絡する。 

② 市長は、消防機関等からの連絡により、放射性物質等の放出又は放出のおそれが

あるとの情報を原子力事業者並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会より先に把

握した場合には、直ちに原子力事業者にその内容を確認するとともに、その旨を内

閣総理大臣及び原子力規制委員会並びに知事に通報する。 

(３) モニタリングの実施 

市によるモニタリングの実施については、状況に応じ、地域防災計画[原子力災害対

策編] 等に定められた措置に準じた措置を講ずる。 

(４) 住民の避難等の措置 

イ 市長は、国の事態対策本部長による警報の発令や避難措置の指示が行われた場合

には、当該指示の内容を踏まえて、当概要避難地域の住民に対し避難を指示する。  

この場合において、「移動による避難」や「屋内避難」の実施の時期や範囲につい

ては、国の事態対策本部における専門的な分析や判断を踏まえた避難措置の指示に基

づいて、適切に行う。 

ロ 市長は、原子力事業者からの通報内容、モニタリング結果等を勘案し、事態の状

況により避難措置の指示を待ついとまがない場合は、その判断により、緊急通報を

発令し、退避の指示などの応急措置を講ずる。 

(５) 武力攻撃原子力災害合同対策協議会との連携 

イ 国の現地対策本部は、原則として、緊急事態応急対策等拠点施設(以下「オフサイ

トセンター」という。)に設置されるが、武力攻撃原子力災害による被害の状況又は

武力攻撃の排除等との調整の必要性に応じ、県庁等に設置されることがある。 

ロ 国の現地対策本部は、オフサイトセンター等において、応急対策実施区域を管轄

する地方公共団体の対策本部等とともに、武力攻撃原子力災害合同対策協議会を組

織することとされている。 

なお、武力攻撃原子力災害合同対策協議会は、国の現地対策本部長により主導的

に運営されるほか、防災基本計画(原子力災害対策編)の定めの例により行われる。 

ハ 国民保護法第 105 条第 7 項に規定する応急対策の実施に係る公示が行われた後に

おける官邸及び緊急時対応センター(原子力規制庁)と現地との連絡については、原則

として、原子力施設等における応急対策に関する情報については原子力施設事態即

応センター(原子力事業者本店等)を通じ、オフサイト対応に関する情報については国

の現地対策本部を通じて行われる。 

(６) 安定ヨウ素剤の服用 

市長は、安定ヨウ素剤の予防服用の実施等については、地域防災計画[原子力災害対

策編]の定めの例により行う。 

(７) 避難退域時検査及び簡易除染の実施 

市長は、ＯＩＬに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示された住民等（た

だし、放射性物質が放出される前に予防的に避難した住民を除く。）を対象に、避難
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退域時検査及び簡易除染の実施については、地域防災計画[原子力災害対策編]の定め

の例により行う。 

(８) 食料品等による被ばくの防止 

市長は、必要に応じ、飲食物の摂取制限等の措置について、地域防災計画[原子力災

害対策編]の定めの例により行う。 

 

 ２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処  

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を

踏まえた対応を行うことを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置

を講ずる。 

(1) 応急措置の実施 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照

らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指

示し、又は警戒区域を設定する。 

市は、保有する装備・設備・資機材等により対応可能な範囲で関係機関とともに、

原因物質の特定、被災者の救助等の活動を行う。 

(2) 国の方針に基づく措置の実施 

市は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる

場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく各省庁における活動

内容について、県を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づい

て、所要の措置を講ずる。 

(3) 関係機関との連携 

市は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消防機関、県警察、自

衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能

力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。 

その際、必要により現地調整所を設置し、（又は職員を参画させ）、現場における関

係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、市長は、現地調整所の職員から最新の情

報についての報告を受けて、当該情報をもとに、県に対して必要な資機材や応援等の

要請を行う。 

(4) 感染に応じた対応 

市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連携の下、それぞ

れ次の点に留意して措置を講ずる。 

① 核攻撃等の場合 

市は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特定

を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を県に直ちに報告する。 

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を行

いつつ、活動を実施させる。 

② 生物剤による攻撃の場合 

市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関を行う原因物

質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集など

の活動を行う。 

(5) 市長の権限 

市長は、知事より汚染の拡大を防止するため協力の要請があったときは、措置の実

施に当たり、県警察等関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる権限を行使する。 
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 対 象 物 件 等 措   置 

１号 

飲食物、衣類、寝具その他の物件 占有者に対し、以下を命ずる。 

・移動の制限 

・移動の禁止 

・廃棄 

２号 

生活の用に供する水 管理者に対し、以下を命ずる。 

・使用の制限又は禁止 

・給水の制限又は禁止 

３号 
遺体 ・移動の制限 

・移動の禁止 

４号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 ・廃棄 

５号 

建物 ・立入の制限 

・立入の禁止 

・封鎖 

６号 
場所 ・交通の制限 

・交通の遮断 

市長は、上記表中の第１号から第 4 号までに掲げる権限を行使するときは、当該措置の名

あて人に対し、次の表に掲げる事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当

該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人（上記表中の占有者、管

理者等）に通知する。 

上記表中第５号及び第６号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の表に掲げる

事項を掲示する。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。 

 

１． 当該措置を講ずる旨 

２． 当該措置を講ずる理由 

３． 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記表中第５号

及び第６号に掲げる権限を行使する場合にあっては、当該措置の対象となる

建物又は場所） 

４． 当該措置を講ずる時期 

５． 当該措置の内容 

(6) 要員の安全確保 

市長は、ＮＢＣ攻撃を受けた場合、武力攻撃災害の状況等の情報を現地調整所や県

から積極的な収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ず

る要員の安全の確保に配慮する。 
 


